
化学品のリサイクル率
確認登録制度

登録対象製品

製品登録の
メリット

廃棄物再生品、化学品(ガス、液、最終製品を含む)、樹脂中間製品・樹脂最終製品(レジン、加工品等)、
廃棄物再生品原料(化学品を中心とする有機廃棄物、紙、木質を妨げない)
※回収・再生プロセスの種類は問いません

Registration system of recycled chemical materials

制度会員が登録した製品には、日本化
学工業協会が確認登録証を発行。化学
品のプロダクトチェーンで廃棄物の減
量や再利用を推進し、環境負荷低減の
取り組みを広く発信。
登録製品の認知度の向上が期待できます。

登録申請について

製品中のリサイクル率を自己申告する
ことで、制度の登録が可能です。
リサイクル製品の原料から最終製品ま
で、プロダクトチェーンの上下流いずれ
の事業者も登録できます。
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(一社)日本化学工業協会では、循環型社会の実現に貢献する
リサイクル製品を登録し、化学品の循環利用を推進しています。

お問い合わせ先
技術部  TEL 03-3297-2578

制度の詳細はこちらをご覧ください https://www.nikkakyo.org/recycling-rate/summary


